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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンベアスピードで連続的な態様で次々にコンベア方向に運ばれる平坦な物体、または
連続的に運ばれる擬似エンドレス材料ウェブを処理するための装置であって、前記装置は
、
　周回経路の上で周回する態様で駆動される少なくとも１つのツールと、
　周回経路上で当該少なくとも１つのツールを移動させるためのドライブユニットと、
　ドライブユニットを制御するための制御ユニットとを含み、
　周回経路は、物体または材料ウェブのコンベア方向と本質的に平行に整列する処理領域
を含み、
　物体または材料ウェブは処理領域を通って動かされる当該少なくとも１つのツールによ
り処理され得、当該少なくとも１つのツールは、コンベアスピードに適合される処理スピ
ードでドライブユニットによって処理領域を通って動かされ得、
　当該少なくとも１つのツールは、周回経路の向きとは独立して、制御された態様、その
旋回位置が処理されることになる物体または材料ウェブに制御された態様で適合可能であ
るような態様で、周回経路に対して旋回可能である、装置。
【請求項２】
　ドライブユニットは、ツールのグループまたは個々のツールを周回経路上で、他のグル
ープのツールまたは他の個々のツールと独立して、異なるツールが同時に異なるスピード
で周回経路上を動かされ得るような態様で、動かすよう設計される、請求項１に記載の装
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置。
【請求項３】
　周回経路に対するツールの位置を周回経路に沿ったツールの移動の間に変更するように
される少なくとも１つの静止カムをさらに含む、請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　カムは、処理されることになる物体または材料ウェブに対してツールによって加えられ
る力を制限し、特にこの力を本質的に一定に保つ、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　周回経路は、少なくとも処理領域においてアーチ形であり、カムは、処理領域における
このアーチ形の周回経路にも関わらず、ツールが真直ぐな経路に本質的に沿って動かされ
るような態様で形状決めされる、請求項３または４に記載の装置。
【請求項６】
　処理領域におけるツールは、処理されることになる物体または材料ウェブに対して、本
質的に、一定の向きで移動可能である、請求項４に記載の装置。
【請求項７】
　回転中心の周りを回転可能である少なくとも１つのキャリア要素をさらに含み、ツール
は、第１のレバーと、物体または材料経路と協働する処理要素とを含み、第１のレバーは
旋回軸の周りを旋回可能なように当該少なくとも１つのキャリア要素に接続されるととも
に旋回軸に対してある距離で処理要素を含み、少なくとも１つの静止カムが与えられ、こ
れにより当該少なくとも１つのキャリア要素に対する第１のレバーの旋回位置が少なくと
も処理領域において設定され得る、請求項１から６のいずれかに記載の装置。
【請求項８】
　ツールは、第２の旋回軸の周りを旋回可能なように第１のレバーに接続される第２のレ
バーを含み、周回経路および処理されることになる物体または材料ウェブに対する処理要
素の向きが２つの静止カムにより設定され得る、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　回転軸の周りを回転可能なホイールまたはスポークの形態で少なくとも１つのキャリア
要素をさらに含む、請求項７または８に記載の装置。
【請求項１０】
　ツールは、溶着要素と、溶着要素の直接的な空間的近傍においてこれに対して弾性的な
態様で配される押下ユニットとを含む、請求項７から９のいずれかに記載の装置。
【請求項１１】
　当該少なくとも１つのツールと協働することができる少なくとも１つの相手側ツールを
さらに含み、相手側ツールは周回経路上で周回するように駆動され、それは、旋回経路の
向きと独立して、制御された態様、その旋回位置が処理されることになる物体または材料
ウェブに制御された態様で適合されるような態様で、旋回経路に対して旋回可能である、
請求項１から１０のいずれかに記載の装置。
【請求項１２】
　少なくとも１つのツールと協働することができる少なくとも１つの相手側ツールをさら
に含み、相手側ツールは周回コンベアベルトの形態にあるコンベア台によって形成される
、請求項１から１０のいずれかに記載の装置。
【請求項１３】
　コンベアスピードで連続的な態様で次々に運ばれる平坦な物体、または連続的に運ばれ
る擬似エンドレス材料ウェブを処理するための装置であって、前記装置は、
　周回経路の上で周回する態様で駆動されるツールと、
　周回経路上でツールを移動させるためのドライブユニットと、
　ドライブユニットを制御するための制御ユニットとを含み、
　周回経路は、物体または材料ウェブのコンベア方向と本質的に平行に整列する処理領域
を含み、
　物体または材料ウェブは処理領域を通って動かされるツールにより処理され得、
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　ツールは、コンベアスピードに適合される処理スピードでドライブユニットによって処
理領域を通って動かされ得、
　ドライブユニットは、ツールのグループまたは個々のツールを周回経路上で、他のグル
ープのツールまたは他の個々のツールと独立して、異なるツールが同時に異なるスピード
で周回経路上を動かされ得るような態様で、動かすよう設計される、請求項１から１２の
いずれかに記載の装置。
【請求項１４】
　ドライブユニットまたは制御ユニットは、処理されることになる物体もしくは材料ウェ
ブの運搬に適合された本質的に規則的なサイクル、またはセンサ制御された態様で動作さ
れ得る、請求項１から１３のいずれかに記載の装置。
【請求項１５】
　ドライブユニットは少なくとも２つのドライブを含み、各々の場合、同じ数のツールが
各ドライブに強固に結合され、ドライブの各々は、処理スピードでのツールの移動が、処
理スピードとは異なる戻りスピードでのツールの移動および／またはツールの停止と交互
に起こる周期的な動作で制御され得、当該少なくとも２つのドライブの周期的な動作は段
階シフトによって異なる、請求項１から１４のいずれかに記載の装置。
【請求項１６】
　戻りスピードは設定され得る、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　当該少なくとも２つのドライブは互いに別個であるチェーンドライブまたはベルトドラ
イブである、請求項１５または１６に記載の装置。
【請求項１８】
　４つのツールと２つのドライブとが設けられ、ツールは交互の態様で一方または他方の
ドライブに結合される、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　ドライブユニットは、ツールの結合および分離のために設計される少なくとも１つのド
ライブを含み、制御ユニットは個々にツールをドライブから分離またはそれらをドライブ
に結合するよう設計される、請求項１から１８のいずれかに記載の装置。
【請求項２０】
　ツールが、結合された状態で処理スピードにて完全な周回経路に沿って駆動され得る単
一のドライブが設けられる、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　２つのドライブが設けられ、ツールは、第１のドライブにより、少なくとも処理領域を
通る間は処理スピードで移動可能であり、第２のドライブにより、処理スピードとは異な
る戻りスピードで周回経路の残りの部分に沿って移動可能である、請求項２０に記載の装
置。
【請求項２２】
　制御ユニットは、処理領域の前で直接的にツールに対して作用する停止部を含み、ドラ
イブは停止部によって停止されるツールがドライブに対して引張ることを行なうような態
様で設計され、停止部はツールのバッファリングと、個々のツールの処理領域への解放と
のために制御され得る、請求項１９から２１のいずれかに記載の装置。
【請求項２３】
　ツールは、制御される態様で周回経路に対して旋回可能である、請求項１から２２のい
ずれかに記載の装置。
【請求項２４】
　旋回経路は、処理領域においてコンベア方向と平行に延在し、処理領域の側面に位置し
、追い込み領域および追い出し領域を含み、当該追い込みおよび追い出し領域においては
、旋回経路は処理されることになる物体または材料ウェブへと延在するか、またはそこか
ら離れるように延在し、処理領域におけるツールは、追い込み領域および追い出し領域に
おいて、物体または材料ウェブに対して垂直に方向付けされる、請求項２３に記載の装置
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。
【請求項２５】
　追い込み領域および追い出し領域におけるツールのスピードは、周回経路とコンベア方
向との間の角度に適合される、請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
　次々に材料ウェブの中に挿入され、互いに距離をおいている平坦な物体の間の擬似エン
ドレス材料ウェブの横方向の溶着のためである、請求項１から２５のいずれかに記載の装
置の利用。
【請求項２７】
　コンベア表面が、装置のツールのための相手側ツールとして設けられる、請求項２６に
記載の利用。
【請求項２８】
　請求項１から請求項２５の１つに記載のさらなる装置が、装置と協働するよう配され、
当該さらなる装置のツールは装置のツールのための相手側ツールとして設計されるととも
にこれらと同期して駆動される、請求項２７に記載の利用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は処理技術の分野に存在し、詳細にはパッケージング技術に存在する。この発
明は、独立請求項のプレアンブルに従った装置に関する。当該装置は、連続する態様で次
々に運ばれる平坦な物体、または同様に連続して運ばれる擬似エンドレス材料ウェブを処
理するために機能する。当該装置においては、処理のためにツールが、規定された、特定
的には規則的な距離で各物体または材料ウェブに対して動作する。当該ツールは、少なく
とも物体または材料ウェブに対するその動作の間、ツールと物体または材料ウェブとの間
にコンベア方向と平行な相対的な移動が可能な限り存在しない態様で、物体または材料ウ
ェブとともに動かされる。この装置は特に、連続する態様で次々に運ばれる平坦な物体、
特定的にはフィルムウェブへと織り込まれる印刷製品のパッケージングを、当該フィルム
ウェブを連続する物体の間に横方向に溶接（シーリング）し、場合によってはそれを切断
することにより完了させるために機能する。
【背景技術】
【０００２】
　フィルムウェブの上述した横方向の溶接および切断は当該技術水準に従って、たとえば
、コンベア方向に対して横方向かつフィルムウェブの幅に対して平行に延在し、協働する
同期して駆動されるツール（溶接バーおよび相手側ツール）の対を用いて行なわれる。当
該ツールの対は、１つが上からフィルムウェブに動作を行なうとともにもう１つが下から
フィルムウェブに動作を行なう。このため、２つの協働するツールは、互いに対して反対
に方向付けされる際にフィルムウェブを溶接および分離し得る態様で、反対方向に同期し
て回転する。これらツールの弾性的な搭載と、コンベアスピードに適合されたこれらツー
ルのスピードとにより、溶接および分離のために十分な時間間隔が利用可能であるという
ことが確実となる。その時間間隔の間、これらツールの遠位端部とフィルムウェブとの間
の相対スピードは、溶接および分離のために、何の問題もなく十分に小さい。したがって
、これらの回転するツールは、フィルムウェブに対する自身の動作の間、フィルムウェブ
のコンベアスピードに適合されるスピードで動かされる。溶接および分離の後で、それら
をさらなる溶接および分離のために開始地点に戻すさらなる移動の間、それらのスピード
は通常、フィルムウェブに対する動作の距離、したがって作られることになるパッケージ
のフォーマットが変動し得るような態様で設定され得る。作られることになる横方向の溶
接部の間の距離が大きすぎる場合、これらツールの回転移動を停止するか、またはそれら
の回転のある部分でフィルムウェブに対するツールの動作を抑制することも公知である。
さらに、横方向の溶接部の間の距離をさらにより小さくすることを実現できるよう、いく
つかの対のツールを提供することが提案されている。すべてのツールは、同期的に周回す
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るとともに互いに対して規則的な間隔で設けられる。
【０００３】
　上述した原理に従って動作する装置が、たとえば、ＤＥ－２６５１１３１公報に記載さ
れる。
【０００４】
　上述したタイプのこれらの装置は、フィルムウェブの溶接および分離のために利用可能
な経路の長さについて非常に限定される。言い換えれば、これは場合によっては、さらに
長い動作時間が必要ならば、コンベアスピードが低減されなければならないということを
意味する。同様に、これらの装置は横方向の溶接部の間の距離の変動についても限定され
る。詳細には、これらの距離は非常に小さくはなり得ない。
【０００５】
　最初に述べた限定は、同様に、単純な回転（円形経路）によってはもたらされないが、
コンベア方向に平行な摺動移動とコンベア方向に対して横方向の進行移動との重ね合わせ
によってもたらされるツールの周回経路を用いて公知の装置において改善される。このよ
うな周回経路は、たとえば、クランクドライブの助けを借りて、または、往復して動き、
別個に駆動される進行装置が配される摺動部を用いて作り出される。このような装置は、
たとえば、ＥＰ－０７１２７８２またはＧＢ－１２６１１７９において記載される。上述
した第２の限定もこれらの装置に当てはまる。
【０００６】
　２つの分離装置を用いて材料ウェブを溶接するための装置が、ＥＰ－Ａ　１　３６２７
９０から公知である。これらの分離装置は、材料ウェブまたはそのコンベア表面に対して
鏡面対称で配され、各々の場合、中心の周りを回転可能であり、したがって円形周回経路
に沿って動かされるスポーク上に弾性的に固定される２つのツールを含む。処理領域にお
いて、各々の場合、一方の分離装置のツールと他方の分離装置の相手側ツールとが弾性的
な態様で互いに接触するので、ある処理圧力がかけられ、圧力のもとで実際のツールの周
回経路が平坦化する。周回経路は、相手側ツールまたは剛性コンベア表面による逆圧がな
ければ、純粋に円形となる。ホイールに配されたツールを有する同様の装置がＷＯ００／
３５７５７から公知である。
【０００７】
　これらの公知の装置は、ツールが円形経路に沿って非常に単純な態様で、具体的には、
軸、たとえばスポークの周りを回転可能な剛性体上に、または駆動ホイール上に固定され
て動かされるが、少なくとも処理領域において、これらのツールの移動経路は処理される
ことになる材料ウェブまたは物体と大きく平行になるよう方向付けされるという利点を有
する。処理領域における真直ぐな経路は、特に溶接の際に利点を有する。なぜならば、処
理のために利用可能な時間間隔が、点状の接触と比較して、増大するからである。しかし
ながら、これらツールおよび相手側ツールまたは物体もしくはそれらのコンベア表面に対
して比較的大きな力の影響を受入れる必要がある。この力のサイズは移動経路に沿ったそ
の位置に依存し、したがって、実際の処理に必要とされる力よりもほとんど常に大きくな
る。これにより、ツールおよび／またはそれらのベアリングの磨耗がかなり大きくなり得
る。これらの例により、コンベア表面または相手側ツールによる逆圧なしで、規定される
処理が可能となることは全くない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　この発明の目的は、この発明に従った装置と同じ目的に従事する当該技術水準に従った
装置の限界を広げることである。他のものの中で、この発明に従った装置は、設計につい
ては単純であり、磨耗においては低くあるべきである。代替的または付加的には、それは
さらに、たとえ処理のために必要な経路（必要な動作時間をコンベアスピードで乗算）が
、特に高速のコンベアスピードにより長くなるとともに、場合によっては、設定されるこ
とになる、処理の間の距離と同程度の長さになるとしても、連続する態様で次々に運ばれ
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る物体または擬似エンドレス材料ウェブが処理されることが可能になるべきである。これ
にも関わらず、変動し得る、特に同様に、非常に小さい距離で、当該装置を用いて物体も
しくは材料ウェブに対して動作を行なう場合、当該装置に対して何らかの機械的な変更も
しくは設定、および／またはコンベアスピードの変更をする必要があるべきではない。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この目的は、独立項で規定されるような装置によって達成される。従属項はこの装置の
有利な実施例を規定する。
【００１０】
　この発明に従った装置は、同じプロセスに従事する当該技術水準に従った装置と同様に
、物体または材料ウェブのコンベア経路の少なくとも一方の側上に、少なくとも２つのツ
ールが周回する周回経路を含む。この発明に従えば、これらのツールは制御された態様で
、それらの旋回位置が、周回経路の向きとは独立して、処理されることになる物体または
材料ウェブに制御された態様で適合されるように周回経路に対して旋回可能である。した
がって、周回経路は、ツールとともに動かされ、かつこれとともに旋回移動を行なわない
任意の点の経路である。旋回位置の制御により、概してアーチ形である周回経路であるに
もかかわらず、処理領域では、物体または材料ウェブと協働するツールの能動処理要素の
真直ぐな経路を、外部の力の影響なしで、特にコンベア表面または相手側ツールがかける
反作用力なしで実現することに成功する。これには、ツールが固定される、たとえばホイ
ールまたはスポークの形態にある、設計について単純であるドライブシステムを適用し得
るという大きな利点がある。この装置はしたがって、非常に空間を節約する態様でも実現
され得る。
【００１１】
　旋回位置を設定するために、ツールは、これらが周回経路に沿って移動する間、少なく
とも処理領域においてツールと協働する静止カムで制御されるのが好ましい。処理される
ことになる物体または材料ウェブに作用する力はこれらのカムによって正確に計測され得
る。
【００１２】
　この発明は、剛性体の回転により特に単純な態様で作り出され得るツールの純粋な円形
移動から始まり、円形経路とは異なる、物体または材料ウェブと協働するツールの処理要
素の移動経路が実現される場合は特に有利である。この発明に従うと、これは、制御され
た旋回移動と重畳される円形移動、すなわち体の単なる回転、により行なわれる。これに
より、回転中心への距離が、制御された態様で変動され得る。旋回移動の代わりに、たと
えば特に、半径方向に延在するガイドレールまたはガイドスリーブに沿ったツールのカム
制御される前進および後退といった半径方向の移動も考えられる。
【００１３】
　この発明の好ましいさらなる形態において、回転中心の回りを回転し得る少なくとも１
つのキャリア要素が与えられる。さらに、ツールは、レバーと、物体または材料経路と協
働する処理要素とを含む。レバーは、回転中心に対して一定の距離で旋回可能であるよう
に第１のレバー端部にて少なくとも１つのキャリア要素に接続される。上述した周回経路
は、ここでは第１のレバー端部または連接点の経路で識別され得、したがって周回経路は
円形となる。処理要素が第２のレバー端部に取付けられる。キャリア要素に対するレバー
の旋回位置は、少なくとも１つの静止カムにより、少なくとも処理領域において設定され
得る。キャリア要素は、たとえば、回転中心の周りを回転可能であり、いくつかのツール
が連接され得るスポークまたはホイールである。これらの旋回可能なレバーは、回転中心
への処理要素の距離がカムで制御される態様で変更されることを可能にし、したがって処
理要素の平坦化された経路、または空間における処理要素の向きが一定の角度範囲内のま
まである、伸張部にわたって真直ぐである経路でさえもが作り出されることを可能にする
。
【００１４】
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　この発明のさらなる有利な形態において、処理要素は２つのレバーを介してキャリア要
素に結合される。これにより、処理要素は、純粋な円形経路に対して２つの自由度で動か
され得る。互いおよびキャリア要素に対するレバーの位置は、各々の場合、２つのカムに
よって互いから独立して設定される。これにより、要請に従って形状決めされる処理要素
の経路を作り出すだけでなく、それらの経路または処理されることになる物体もしくはコ
ンベア表面に対する処理要素の角度の設定も成功する。たとえば、これにより、有利なこ
とに、処理要素がコンベア表面に対して常に垂直に方向付けされることが確実になり得る
。これは特に、溶接要素の場合、利点がある。
【００１５】
　処理要素は好ましくは溶接要素、たとえば溶接バーである。しかしながら、たとえば刻
印、穴開け、切断といった他の機能も同様に可能である。すべての場合、処理されること
になる物体または材料ウェブに作用する力は制限されるとともに本質的に一定に保たれ得
る。このため、材料ウェブが物体を運ぶために必要な積載能力を有するある適用例の場合
には、材料ウェブに加えて与えられる安定化コンベア表面なしで済まし得る。
【００１６】
　この発明は、全体としてツールがたとえばスポークまたはホイールのような剛性体の回
転によって規定される円形経路に沿って動かされる装置に特に有利に適応され得る。円形
経路と比較すると平坦化されるツールの能動領域の経路、および／または処理されること
になる物体または材料ウェブに対するツールのある向きが、旋回位置の制御により作り出
され得る。
【００１７】
　非常に成形されたガイドレールに沿って動かされるツールを有するこの発明の適用例は
、ここでは、ツールの向きが移動経路の形状から独立して設定され得るという利点を有す
る。
【００１８】
　ツールが、たとえば相手側ツールとして周回コンベアベルトのような周回コンベア表面
と協働するこの発明に従った装置はとくに有利である。代替的には、相手側ツールは、類
似の態様で構築される相手側装置にも配され得る。両方の場合、相手側ツールに作用する
力を、それらの固定的に規定される周回経路に対するツールの位置の本発明の制御により
制限することに成功する。したがって、磨耗が低減される。
【００１９】
　ツールの上述した制御に付加的にまたは代替例として適用され得るこの発明の別の局面
に従えば、少なくとも２つのツールが与えられるとともに周回経路に沿って異なるスピー
ドで同時に動かされ得る態様で互いから独立して駆動され、したがって、連続的なツール
の間の距離が、周回の間、変動し得る。有利なことに、同じ周回経路上を周回する２つよ
り多いツールが設けられ、すべてのツールは少なくとも制限された態様で互いから独立し
て駆動され、またはツールのグループ（たとえば、各々の２番目のツール）が、グループ
のすべてのツールがすべての時点で同じ周回スピードを有するが、他のグループツールの
周速とは異なり得るような態様で、異なるドライブに結合される。
【００２０】
　ツールの独立性により、この発明に従った装置を用いると、２つ（または２つより多い
）のツールが、処理されることになる物体または材料ウェブに対して同時に、異なる処理
スピードおよび戻りスピードで動作することが可能になる。これは、当該技術水準に従っ
た装置では、処理動作の間の距離がツールの間の距離に正確に対応する場合にのみ可能で
ある。これは、処理に必要な相対的に長い経路（より長い処理時間または高速のコンベア
スピード）の場合でも、この発明に従った装置を用いると、処理動作の間の相対的に小さ
な距離、特に、必要な処理経路よりも小さい距離を実現することが可能になるということ
を意味する。
【００２１】
　この発明に従った装置はしたがって、少なくとも２つのツールが周回する周回経路を含
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む。周回経路は、有利なことに、処理されることになる物体または材料ウェブのコンベア
方向に平行してそれが延在する処理領域を含む。しかしながら、周回経路は円形であって
もよく、コンベア方向に平行な遠位ツール端部の移動が、本質的に公知のやりかたおよび
態様で、ツールの弾性的な搭載、または円形移動に重畳されるツールの個々の半径方向の
移動により実現され得る。ツールは、グループ（たとえば、周回経路上の各々の２番目の
ツール、もしくは各々の場合、２つのみのツールのうちの１つ）で、互いから独立してい
るドライブに強固に結合されるか、またはドライブが周回経路に沿って配される。ツール
は、個々および選択的な態様でドライブに結合または分離される。
【００２２】
　この発明に従った装置の好ましい実施例では、偶数個のツールが設けられ、各々の２番
目のツールが、たとえば、処理されることになる物体または材料ウェブのコンベア伸張部
に対して横方向に配されるチェーンドライブまたはベルトドライブに強固に結合され、残
りのツールが、コンベア伸張部の別の側に配される同じまたは同様のチェーンドライブま
たはベルトドライブに結合される。これらの２つのドライブは、当該技術水準に従った装
置の場合と同じ態様、具体的には、処理の間はコンベアスピードに適合される処理スピー
ドで、かつ設定される処理位置の間の距離に適合される戻りスピードで制御され得る。戻
りの間のツールは停止されてもよい（０に等しい戻りスピード）。したがって、２つのド
ライブは、規則的な均等なサイクルで、かつ処理距離に適合される段階シフトで動作する
。
【００２３】
　当然のことながら、チェーンドライブまたはベルトドライブを他の好適なドライブと置
換え、互いから独立する２つより多いドライブを設けることも可能である。その際、すべ
ての３番目、すべての４番目などのツールは、各々の場合、ドライブの１つに強固に結合
される。
【００２４】
　この発明に従った装置のさらに好ましい実施例では、すべてのツールが選択的に結合さ
れるかまたは結合されないドライブが設けられる。このようなドライブは、たとえば、渦
電流の原理に基づいており、単純な態様（たとえば、機械的な停止により）でツールが分
離され得るドライブである。この実施例では、周回経路上でのツールの移動はこのドライ
ブによってではなく、制御手段（たとえば、バッファ伸張部の出口での停止）によっても
決定され、これにより、ツールはドライブから分離またはドライブへ結合され得る。有利
なことに、ドライブは、ツールが、好適に制御された停止により処理領域の前で直接的に
バッファリングされ、かつツールが各処理ステップのために当該バッファから解放される
処理スピードで動作する。
【００２５】
　動作によりツールが周回経路上を周回するドライブは、処理されることになる物体と同
期する態様でツールが処理領域に入るような態様で制御される。処理されることになる物
体が正確に循環する態様で供給される場合、または処理されることになる材料ウェブが規
定される規則的な距離で処理されることになる場合は、ドライブは、ツールが同じサイク
ルで処理領域に入るような態様で制御される。有利なことに、このサイクルおよび同期は
、物体を送る装置によって担われる。そのため、この送り装置のサイクルの変動にも対応
可能である。さらに、ドライブの制御のためにセンサを設けることも可能である。当該セ
ンサは、処理されることになる物体もしくはそれらの縁部または処理されることになる材
料ウェブの対応するマーキングを認識し、ツールのドライブのために、これから制御信号
を作り出す。この態様で、互いに対して異なる長さおよび／または異なる距離を有する物
体を処理すること、または、同じ処理において、材料ウェブを異なる距離間隔で機械加工
することが可能になる。
【００２６】
　この発明に従った装置は、たとえば、すでに最初に述べた横方向の溶接に対して、場合
によっては、次々に配される挿入された印刷製品が連続して運ばれるフィルムウェブの切
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断に対して、適用されてもよい。この適用のために、ツールは、本質的に公知のやり方お
よび態様で溶接バーとして設計される。したがって、この発明に従ったさらなる装置がフ
ィルムウェブの反対側、したがって、同期的に駆動される相手側ツールを有する周回経路
、またはフィルムウェブおよび物体を好適な態様で支持するコンベア表面（たとえばコン
ベアベルト）に設けられ得る。互いから離れて配される、横方向の溶接および切断のため
の装置を設けることも可能である。物体を包む材料が溶着されないかもしれない場合（た
とえば紙）、ツールは溶接バーとしてではなく、たとえば、包む材料の層にパターンをエ
ンボスするとともにこれらの層を互いに接続するエンボス手段として、または包む材料ウ
ェブの上に以前に配され、包む材料の層を接着する接着剤を活性化する加熱手段および押
圧手段として設計される。
【００２７】
　しかしながら、この発明に従った装置は、完全に異なる処理、たとえば、次々に運ばれ
る物体の縁部（たとえば、先端の縁部）を切断するためにも用いられ得る。当該縁部は、
付加的な要素を物体に配するために（ツールは配置手段および押圧手段として設計される
）、または物体に印刷するために（ツールはプリンタヘッドとして設計される）、コンベ
ア方向に対して横方向に整列される（ツールは切断縁部として設計され、切断運動は周回
移動に重畳する）。上述した適用例は、この発明に従った装置の考えられる適用例のわず
かな部分のみを示し、この発明を限定するものではない。
【００２８】
　上記の段落から推測され得るように、ツールは、この発明に従った装置の用途に依存し
て、非常に異なって設計される。多くの場合、たとえば、溶接バーおよび対応する相手側
ツールとして設計されるツールの場合でも、処理されることになる物体または材料ウェブ
に垂直に整列される、処理されることになる物体または材料経路に対する移動を、ツール
が処理の間だけではなく、これのすぐ前および後にも行なうことが有利である。このため
、周回経路に対して旋回可能なツールを本質的に公知のやり方および態様で配し、この旋
回運動を制御することがしたがって必要である。周回経路に対するツールのさらなる付加
的な移動が、同様に処理のために必要であり、場合によっては、本質的に公知のやり方お
よび態様で実現され得る。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
　この発明に従った装置の例示的な実施例が添付の図面と組合わされて詳細に記載される
。したがって、それらは以下に示される。
【図１Ａ】周回経路と、互いに独立する２つのドライブ上に結合される４つのツールとを
含む、この発明に従った装置の第１の例示的な実施例の動作における連続的な段階を非常
に概略的に示す図である。
【図１Ｂ】周回経路と、互いに独立する２つのドライブ上に結合される４つのツールとを
含む、この発明に従った装置の第１の例示的な実施例の動作における連続的な段階を非常
に概略的に示す図である。
【図１Ｃ】周回経路と、互いに独立する２つのドライブ上に結合される４つのツールとを
含む、この発明に従った装置の第１の例示的な実施例の動作における連続的な段階を非常
に概略的に示す図である。
【図２】互いから独立して、ドライブに結合およびそこから分離され得る５つのツールが
周回経路上で回転する、この発明に従った装置のさらなる例示的な実施例の図である。
【図３】図１に示された原理に従って機能し得るか、または図２に示された原理に従って
機能し得る、この発明に従った装置の同様に非常に概略的に示されたさらなる実施例の図
である。
【図４】図１に示された原理に従って機能し得るか、または図２に示された原理に従って
機能し得る、この発明に従った装置の同様に非常に概略的に示されたさらなる実施例の図
である。
【図５】図１に示された原理に従って機能し得るか、または図２に示された原理に従って
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機能し得る、この発明に従った装置の同様に非常に概略的に示されたさらなる実施例の図
である。
【図６】溶接バーとして設計される４つの回転ツールを有する、この発明に従った装置（
図１に従った原理）の好ましい実施例の３次元の図である。
【図７】擬似エンドレスフィルムウェブを用いて、連続する態様で次々と運ばれる平坦な
物体をパッケージングするための設置に適用される、図６に従った装置の図である。
【図８】より大きな尺度での、図６に従った装置の処理領域の図である。
【図９】回転可能な剛性体に連接されるツールを有するこの発明に従った装置の一例の図
である。
【図１０】剛性体について２つの自由度でツールが移動可能である、図９の例のさらなる
発展例の図である。
【図１１】ガイド要素を示すための、図１０の装置の詳細な図である。
【図１２】２つの自由度でツールが移動可能である、図４の例のさらなる発展例の図であ
る。
【図１３】図９の装置の１つの変形例の図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　図１Ａ～図１Ｃは、この発明に従った第１の例示的な装置の動作についての連続的な段
階を示す。この装置は、４つの同一のツール２が周回する周回経路１（一点鎖線で示され
る）を含む。この周回経路１はたとえば、擬似エンドレスフィルムウェブ（図示せず）に
挿入される平坦な物体４が次々に連続して運ばれるとともに互いに対して距離をおいてい
るコンベア表面３（たとえばコンベアベルト）の上に配される。フィルムウェブは、溶接
されることになり、場合によっては、これらツールの助けを借りて物体４の間の距離間隔
で切断されることになる。周回経路は、それがコンベア方向と基本的に平行に延びる処理
領域Ｂと、処理の後のツール２がさらなる処理のために開始地点に戻る戻り領域とを含む
。４つのツール２の中で、２．１で示される２つのツールは第１のドライブに強固に結合
され、２．２で示されるツールは、第１のドライブとは独立している第２のドライブに結
合される。これらのドライブは示されていない。
【００３１】
　図１Ａに示される段階において、２つのツール（グループ２．１および２．２の１つの
各々の場合）が、処理領域Ｂに位置するとともに、コンベアスピードＦに適合される処理
スピードＦ′で動かされる。これは、両方のドライブが処理スピードＦ′で動作するとと
もに、さらに戻り領域に位置する他の２つのツールも処理スピードＦ′で動くことを意味
する。図１Ｂに示される段階では、グループ２．２のツールが処理領域Ｂに位置する。こ
れはグループ２．２の両方のツールが処理スピードＦ′で駆動されることを意味する。図
１Ａにおいてまだ処理領域にあったグループ２．２のツールはここを立ち去り、グループ
２．１の他のツールとともに、処理スピードＦ′とは独立した戻りスピードＲで動かされ
る。この段階では、両グループのツールの間の距離が変化する。
【００３２】
　図１Ｃに示される段階では、再びすべてのツールが処理スピードＦ′で駆動される。
　２つのドライブは、処理されることになる物体とツールが同期および同じように循環し
て処理領域の中に入るような態様で制御される。２つのドライブが独立しているので、特
にツールが既に処理領域において動作中である場合、ツールの移動に適合することにより
、たとえばセンサ手段が検出する送りの異常に対して高速の態様で反応することも可能で
ある。
【００３３】
　処理スピードＦ′および戻りスピードＲは、物体４（物体同士の間の距離を含む）の長
さ（コンベア方向Ｆにおける延在部）と、コンベアスピードＦとに依存して設定されるこ
とになる。示された場合において、処理スピードＦ′はコンベアスピードＦと等しい大き
さであり、戻りスピードＲは処理スピードＦ′よりも大きい。なぜならば、物体の長さは
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周回経路の４分の１よりも小さいからである。物体の長さが周回経路の４分の１と等しい
場合、戻りスピードＲはコンベアスピードと等しい大きさである。物体が周回経路の４分
の１よりも長い場合、戻りスピードＲは処理スピードＦ′よりも小さくなり得るか、また
は等しい大きさになり得、各グループのツールは、グループのツールのいずれもが処理領
域Ｂに存在しない動作段階において、休止のために停止されてもよい。
【００３４】
　図１に概略的に示されるような１つの装置が、たとえば、スピードが互いに独立してい
る２つのチェーンドライブまたはベルトドライブで実現される。ツールの各々の２番目の
ものはこれらドライブの各々に強固に結合される。場合によっては、周回経路の局所的な
方向から独立して、本質的に公知のやり方および態様で、かつ処理されることになる物体
または材料ウェブに旋回位置が適合し得るような態様で、これらのツールをドライブに旋
回可能に結合することが有利である。
【００３５】
　図１と同様に非常に概略的な態様である図２は、この発明に従った装置のさらなる例示
的な実施例を示す。同じ要素が同じ参照番号で示される。この装置は再び、５つのツール
２が周回する周回経路を含む。２つのドライブ（図示せず）が当該周回経路に沿って設け
られる。すなわち、そこに結合されたツール２を、少なくとも処理領域Ｂの間は、コンベ
アスピードＦに適合される処理スピードＦ′で運ぶ第１のドライブと、戻りスピードＲで
、そこに結合されるツール２を処理領域Ｂの出口から再びその入口に運ぶ第２のドライブ
とである。停止手段Ｓまたは別の制御要素が処理手段Ｂの入口に設けられ、戻ってくるよ
う導かれたツールを制動または停止させる。これにより、ツールを第２のドライブから完
全にまたは部分的に切り離し、随意であるが、それらをバッファリングする。停止手段Ｓ
または別の制御要素は、各処理ステップについて、各々の場合、当該バッファにおける最
も前のツールを処理領域の中へと解放する。これは、ツールを第１のドライブに結合する
ということを意味する。制動はさらに、第２のドライブの制御により実行されてもよい。
【００３６】
　明らかなことであるが、図２に示された装置を用いて、異なる長さの物体（物体同士の
間の距離を含む）を処理してもよい。当該処理では、制御手段のみが設定される必要があ
り、戻りスピードＲの変更が不必要となる。明らかなことであるが、当該制御手段は、処
理されることになる物体のコンベアサイクルに適合されることを意味する循環した態様で
、または、物体もしくは処理位置が検出されるごとにセンサによって制御される態様で、
当該ツールを解放し得る。
【００３７】
　もちろん、戻りスピードＲが処理スピードＦ′と等しい大きさである態様で、図１に示
される装置にドライブを１つのみ与えることも可能である。それに対応して、多くのツー
ルがこのために与えられ、そのため非常に小さい物体の長さが処理され得る。
【００３８】
　図２に従った装置に好適であるドライブが、たとえばＥＰ－１２３２９７４（またはＵ
Ｓ－６６０７０７３）公報に記載される。すなわちこれは、ツールを停止および再び解放
する単純な機械的な当接によりツールを結合および再び分離し得る渦電流の原理に基づく
ドライブの場合である。さらに、特にドライブが１つのみ設けられる（処理スピードＦ′
が戻りスピードＲと等しい）場合、ツールが選択的に結合し得るチェーンドライブを用い
ることが考えられ得る。このようなドライブは、たとえば、ＣＨ－６１８３９８（もしく
はＵＳ－４２０１２８６）公報、ＥＰ－２７６４０９（もしくはＵＳ－４８９２１８６）
公報、またはＥＰ－３０９７０２（もしくはＵＳ－４８８７８０９）公報に記載される。
【００３９】
　図１と同様に非常に概略的な態様で、図３から図５は、この発明に従った装置のさらな
る実施例を示す。これらは、特に周回経路１の形状、当該周回経路において周回するツー
ル２の数、および／または相手側ツールの設計において、図１および図２に従った装置と
異なる。示された場合において、すべてのツールは、各々の場合、１つのドライブによっ
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てグループで駆動されるかのように示される（図１に従った原理）。しかしながら、当然
であるが、すべての実施例のツールは、図２に示される原理に従って駆動されてもよい。
【００４０】
　図３は、この発明に従った２つの装置の構成を示し、第１の装置（周回経路１およびツ
ール２）が、処理されることになる物体４の上、または材料ウェブの上にわたって配され
、第２の装置（周回経路１′および相手側ツール２′）はその下に配される。物体４また
は材料ウェブは、たとえば、コンベア表面３（たとえばコンベアベルト）の上で、同期し
て駆動されるツール２と相手側ツール２′との間で運ばれる。相手側ツール２′は、処理
のためにコンベア表面を支持する。十分に安定した材料ウェブが処理されるとともに当該
処理が材料ウェブの切断を含まない場合は、コンベア表面３を廃止し、ツール２と相手側
ツール２′との間のみで材料ウェブ（場合によっては物体４）を運ぶことも可能である。
【００４１】
　ツール２および相手側ツール２′の中で、６つがグループ２．１、２．２、および２．
３ならびに２′．１、２′．２、および２′．３で周回する。これらのグループは、各々
の場合、互いに独立した３つのドライブ（図示せず）のうちの１つで駆動される。図３に
示される動作段階において、グループ２．１、２．２、２′．１、および２′．２は処理
スピードＦ′で移動し、その一方、グループ２．３および２′．３は戻りスピードＲで移
動する。
【００４２】
　図４は、協働するツール２および相手側ツール２′を有する、この発明に従った２つの
装置のさらなる構成を示す。２つの周回経路１および１′は円形であり、ツール２および
／または相手側ツール２′の弾性的な搭載により、材料ウェブと協働する遠位ツール端部
（以下処理要素３８とも称する）の周回経路Ｕが、処理領域Ｂにおいて平坦化され、これ
によりコンベア方向と平行になるよう整列することが確実となる。たとえば、ツールおよ
び相手側ツールの２つのグループは、各々の場合、回転ホイール（示さず）上に配される
。
【００４３】
　半径方向に整列されるガイドレール３１に沿ってツール２を純粋に弾性的に搭載する代
わりに、ツール２と協働するガイドカム３０（点線で示す）が周回経路１の少なくともあ
る部分に与えられてもよい。当該ガイドカムを用いて、回転中心Ｄへのツールの距離ｄが
設定され得る。ツール２は、ガイドレール３１またはツール２に取付けられるガイド要素
３２に沿って半径方向に移動され得、この場合、ばね３３によりガイドカム３０に対して
衝撃を和らげられる。ガイドレール３１上の任意の点の経路が、周回経路１としてみなさ
れることとなり、ここでは例示として、ガイドレール３１の遠位端部の経路が図示される
。ガイドカム３０の影響がなければ、ツール２はそれらの半径方向外側に存在する位置の
中に押込まれる（距離ｄは周回経路１の半径に対応する）。当該距離は、ガイドカム３０
の影響のもとで、制御された態様で低減される。
【００４４】
　処理領域Ｂにおいて、ツール２は、ばねの力に抗して、カム３０によって回転中心のほ
うに引張り戻される。上述したように、純粋な円形経路と比較して、遠位ツール端部の経
路Ｕは、カム３０の影響により平坦化される。これにより、正確に計測可能な一定の力の
みがコンベア表面３または相手側ツール２′に加えられる。ツール端部は常に半径方向に
方向付けされる。
【００４５】
　ばねシステムは、ツールが完全な周回経路１に沿ってガイドされるならば、廃止されて
もよい。
【００４６】
　カムで制御されるツールの移動によって、円形経路に対して移動経路が平坦化されるこ
とは、互いに独立して駆動されないツール、たとえば円形経路に沿って動かされるツール
を１つのみ有する装置にも適用されてもよい。相手側装置は、類似した態様（ここでは示
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さず）で設計されてもよい。詳細には、相手側ツール２′は、ツール２と同様に、ガイド
カムによって制御されてもよい。
【００４７】
　図５は、円形周回経路１と２つのツール２とを有する、この発明に従った装置を示す。
これらのツールはコンベア表面とともに協働し、当該ツールは弾性的に搭載される。２つ
のツールの各々はそれ自身のドライブ（図示せず）によって駆動される。
【００４８】
　ここでも、実際の移動経路１に対する遠位ツール端部の経路Ｕの平坦化を確実にするカ
ム３０が与えられてもよい。これにより、コンベア台３には、ほんのわずかな良好に規定
された力がかけられる。ツール２の経路は、最適な態様で、コンベア表面３に対して設定
され得る。
【００４９】
　図６はこの発明に従った装置の好ましい実施例を詳細に示す。これは、図１の概略的に
示された装置に本質的に対応する。４つの設けられたツール２が、キャリア梁１０と、キ
ャリア梁１０に固定される溶接バー１１とを含む。キャリア梁１０および溶接バー１１は
２つの壁１２の間を延在する。２つの壁１２における互いに対向する側にレール１３が配
される。これらのレールはツール２の周回経路を規定し、そこではキャリア梁１０は回転
可能または少なくとも旋回可能な態様、かつ周回経路に対する溶接バーの位置が周回経路
に沿ったツールの移動の間に静止カムによって変化され得るような態様でガイドされる。
各々の第２のキャリア梁は第１のベルトドライブに結合される。第１のベルトドライブは
歯が設けられた２つのベルト１５．１を含み、それらの上に、キャリア梁１０の端部が固
定される。ベルト１５．１は、各々の場合、歯が設けられた２つのホイール１６．１を介
して延びるとともに、対で同軸上に配される。歯が設けられた同軸上の一対のホイールは
、第１のドライブシャフト１７．１を介して駆動される。他の２つのキャリア梁は第２の
ベルトドライブに結合される。これは、当該キャリア梁が同様に歯が設けられた２つのベ
ルト１５．２に固定されることを意味する。歯が設けられた２つのベルト１５．２は同様
に、各々の場合、第１のベルトドライブの、歯が設けられたホイール１６．１と同軸方向
に配される歯が設けられた２つのホイール１６．２を介して延在し、その２つは第２のド
ライブシャフト１７．２を介して駆動される。歯が設けられたベルト１５．１および１５
．２は互いに対して隣り合う対で延在し、歯が設けられたホイールに加えて、さらなるガ
イド手段によってキャリア梁１０の周回経路に適合される周回経路上で付加的にガイドさ
れる。溶接バー１１の周回経路は、キャリア梁１０の周回経路によってのみではなく、付
加的にキャリア梁１０の旋回移動によっても決定される。
【００５０】
　図６に示される装置は、パッケージングされることになる物体のフォーマットに対する
適合についてのその汎用性だけではなく、特に前後に移動するクランクギアまたは装置部
分を含む装置と比較した場合のその静かな動作によって特徴付けられる。
【００５１】
　図７は、図６に従った装置の設置を示す。これは、たとえば擬似エンドレスフィルムウ
ェブ２０を用いて、印刷製品のような平坦な物体をパッケージングし、フィルムウェブ２
０を横方向に溶接、場合によっては、物体同士の間の距離で切断するための設置に適用さ
れる。このフィルムウェブは以前に、互いの後ろで、かつ互いに対して距離をもって、連
続する態様で運ばれる物体（図示せず）の周りに適用されたものである。
【００５２】
　この設置は、本質的に公知であるとともに以下の機能を実行する設置領域を含む。以下
の機能とは、平坦な物体を送ること（装置領域（２１）、擬似エンドレスフィルムウェブ
２０を送ること（装置領域２２）、平坦な物体の列の周りにフィルムウェブ２０を包むこ
と（装置領域２３）、フィルムウェブ２０の長手方向の溶接（装置領域２４）、フィルム
ウェブによって包まれた平坦な物体の列を押圧すること（装置領域２５）、物体同士の間
でフィルムウェブ２０を横方向に溶接および切断すること（装置領域２６）、および個々
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のパッケージングされた平坦な物体を運搬すること（装置領域２７）である。
【００５３】
　図８は、図６に従った装置の処理領域を若干大きい尺度で示す。図８から、ツールがフ
ィルムウェブに対して効果的に動作するとともに、この目的のために、ツールがフィルム
ウェブと同じスピードで運ばれる処理領域は、ツールがフィルムウェブに近づく、詳細に
は、連続する物体の間に移動する追い込み領域と、ツールがフィルムウェブから離れる、
詳細には、連続する物体の間から出て行くよう移動する追い出し領域との間に側面を接す
るということは明らかである。追い込み領域および追い出し領域において、溶接バーがフ
ィルムウェブに垂直に整列されるとともに、可能な限り垂直（ツールとフィルムウェブと
の間でコンベア方向に相対的なスピードがないか、または最大でも少し）である態様で、
ここに向かって、およびここから離れるように動かされるということが有利である。これ
は、キャリア梁がコンベア経路における追い込み領域および追い出し領域において、溶接
バーがフィルムウェブに対して垂直に整列される態様で旋回されることにより実現される
。さらに有利なことに、追い込み領域および追い出し領域における周回経路１は本質的に
一直線であり、周回経路の勾配に適合するツールのスピードは処理スピードＦ′よりも若
干大きい。上述した適合により、相対的に太い物体の場合でも、非常に正確な態様で、か
つ物体同士の間の距離が最小に制限され得る態様で、溶接バーを当該距離の中へと延在さ
せ、それらを再び引込めることが可能である。これにより、個数が多い場合でも、著しい
フィルムの節約が可能になる。
【００５４】
　図９は、回転中心Ｄの周りを回転し得るスポークの形態で、２つのキャリア要素３４を
有するこの発明に従った装置の例を示す。各々の場合、ツール２はキャリア要素３４の遠
位端部に取付けられる。２つのスポーク３４は、図４の例と同様に互いに独立して駆動さ
れ得るので、それらの間の角度、したがってツールの距離も変動し得る。ツールの一定の
角度または距離が十分となる適用例により、キャリア要素３４はさらに、剛性の態様で互
いに対して結合されてもよく、および／またはドライブが１つだけ用いられてもよい。同
様に、単一のツール２のみが与えられてもよい。
【００５５】
　ここで、ツール２は、適用例の場合、処理されることになる物体または材料ウェブと協
働する処理要素３８を含む。処理要素３８はたとえば、溶接要素３８．１および押下手段
３８．２を含む。レバー３５の第１のレバー端部３６が、旋回軸Ｓ１の周りを旋回可能な
ようにキャリア要素３４の遠位端部領域に接続される。処理要素３８は、このレバー３５
上において、旋回軸Ｓ１に対してある距離で配される。レバー３５またはそのレバー軸と
キャリア要素３４との間の角度αは変動可能である。レバー３５と溶接要素３８．１およ
び押下手段３８．２の向きによって規定される処理要素３８の動作方向との間の角度γは
、この例では約９０°で一定であるが、この装置のさらなる発展例においては変動しても
よい（図１０参照）。
【００５６】
　ここで、レバー３５は周回溝の形態にある静止ガイドカム３０と協働するランナーロー
ラの形態にあるガイド要素３２を含む。キャリア要素３４に対するレバー３５の旋回位置
、したがって円形周回経路１に対するツール２の旋回位置は、これにより設定されてもよ
い。したがって、回転中心への処理要素３８の距離ｄはこれにより設定されてもよい。ガ
イドカム３０はここでは、距離ｄが常に周回経路１の半径ｒより大きいかそれと等しくな
るように形状決めされ、処理領域Ｂにおける距離ｄはほとんど真直ぐの部分を有する経路
Ｕが作り出されるよう変化する。したがって、ここでは、処理領域Ｂにおいてコンベア表
面３と処理要素３８との間で、少なくとも領域的に一定である約９０°～１００°の角度
βを作り出すことにも成功している。
【００５７】
　周回溝の形態にあるガイドカム３０はここでは、２つのガイド表面３０．１，３０．２
を含む。ガイド表面３０．１，３０．２は、互いに対して距離をおいており、両側上にて
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ガイド要素３２をガイドし、したがって距離ｄを設定するとともに同時に空間における処
理要素の向きまたはコンベア表面に対する角度βを設定する。ガイドカム３０は、真直ぐ
な部分を有する経路Ｕを作り出すために、処理領域Ｂにおいてコンベア表面３と平行に真
直ぐな態様で延びるガイド表面３０．１，３０．２を有する。レバー３５がガイド表面３
０．１，３０．２の１つに向かって付勢される場合は、それぞれの他のガイド表面は廃止
されてもよい。
【００５８】
　レバー３５、したがって処理要素３８は、カムレバーの態様で、回転方向にキャリア要
素３４の後ろで引っ張られる。それらの重量力は、カム３０によって少なくとも部分的に
処理領域Ｂにおいて調整される。残っている力は、コンベア表面３に処理要素３８を押圧
するよう働く。示される例において、押下手段３８．２および溶接要素３８．１の遠位端
部同士の間の距離は、これにより変動し、そのため材料ウェブ２０は溶接され得る。
【００５９】
　図１０は図９に示される装置のさらなる発展例を示す。これを用いると、回転中心Ｄへ
の処理要素３８の距離ｄと、空間における処理要素３８の向き、すなわちコンベア表面３
に対する角度βとが互いに対して独立して設定され得る。これにより、処理要素３８の経
路Ｕの全長と比較して、経路Ｕがコンベア表面３と平行に延在するとともに処理要素３８
が規定された向きを空間において有するさらに長いセクションを作り出し得る。
【００６０】
　図９の場合と同様の処理要素３８は、旋回可能な態様でキャリア要素３４に接続される
。図１１に示されるように、処理要素３８とキャリア要素３４とを接続するレバーは、両
てことして設計され、Ｕ字形状の第１のレバー部分３５と、そこに配され、第１のレバー
部分３５に対して弾性的な態様で搭載される第２のレバー部分３７とを含む。全体として
の両てこ３５／３７は、旋回軸Ｓ１の周りを旋回し得、２つのレバー部分３５，３７は互
いに対して屈折し得る。処理要素３８は第２のレバー部分３７に位置し、第１のレバー部
分３５には第１のガイドカム３０と協働する制御要素３２が配される。図９を参照して上
述したように、距離ｄは第１のカム３０で、第１のレバー３５／３７とキャリア要素３４
との間の角度αを変動させることにより設定される。しかしながら、処理要素３８は剛性
ではなく、第２の旋回軸Ｓ２の周りを旋回可能な態様で第１のレバー３５に接続される。
第１のレバー３５／３７と処理要素３９との間の角度γはしたがって角度αから独立して
設定され得る。このために第２のガイドカム３０′が機能し、ここでは同様にガイドロー
ラの形態にあるさらなるガイド要素４０と協働する。このさらなるガイド要素４０は第２
のレバー３９を介して処理要素３８に結合される。それは、さらなる旋回軸Ｓ２に対して
ある距離に位置する。基本的に、ガイド要素３２，４０は、それぞれの旋回軸Ｓ１および
Ｓ２への距離が維持される限り、第１または第２のレバー３５／３７の任意の位置に位置
してもよい。処理要素３８は、同様に、第２のレバー３９の任意の位置に位置してもよい
。
【００６１】
　処理要素３８は、第１のレバー部分３５とそこに弾性的に配される第２のレバー部分３
７とを有する第１のレバーによって第１のガイド要素３２に対して変位し得、これにより
、たとえば特に太い物体または物体の未処理分の場合でも、第１のカム３０によって規定
される経路から離れるよう戻る。この場合、制御要素３２の軸に通常の場合は整列される
旋回軸Ｓ１が、この軸に対して変位する。これにより、装置の柔軟性および信頼性が増大
する。このような手法は、図９に従った装置を用いても与えられ得る。
【００６２】
　ガイドカム３０，３０′はここで、各々の場合、再び半径方向に互いに距離をおいてい
る２つのガイド表面３０．１，３０．２および３０′．１，３０′．２を含む。第１のレ
バー３５は、ばね４２で、第１のガイドカム３０の半径方向外側に存在するガイド表面３
０．１に向かって付勢される。そのため、それぞれのガイド要素３２，４０の経路は互い
に接近し得るか、または互いに交差し、これらの移動経路は、紙面に平行に延びる異なる
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面に存在する。これは図１１に示される。
【００６３】
　２つの旋回可能なレバーを介して回転キャリア要素上に連接し、図１０および図１１に
示される処理要素を有する装置のさらなる形成により、回転軸の周りをキャリア要素が純
粋に回転移動するにも関わらず、処理要素の真直ぐな経路と、少なくとも領域においては
一定である空間における自由に選択可能な向きとを作り出すことが成功する。
【００６４】
　図９および図１０に示される構成は、全体の装置を安定化するために、紙面と平行に延
びる面と鏡面対称になるよう設計され得る。キャリア要素３４はたとえば、コンベア台の
対向する側上にたとえば鏡面対称で位置する。処理要素３８は、紙面と垂直であるととも
に、各々の場合それらの外端部でキャリア要素３４に搭載される細長梁４１上に配されて
もよく、ここではたとえば第２の旋回軸Ｓ２を規定する（図１１を参照）。安定化部材４
２がさらに、第１の旋回軸Ｓ１に沿って配される。
【００６５】
　図１２は、第１のガイドカム３０による回転中心Ｄに対する処理要素３８の距離ｄの変
動に加えて、処理要素３８の向きが第２のガイドカム３０′により適合される図４に示さ
れる装置の変形例を示す。処理要素３８はしたがって、図１０の例と同様に、２つの自由
度を有し、そのため単に回転するドライブにも関わらず、より正確に、所望の経路Ｕと事
前に規定される向きとを作り出し得る。
【００６６】
　図４と同様に、ツール２は、ここではホイールの形態にある回転可能なキャリア要素３
４上に取付けられ、半径方向、すなわち回転軸に対して垂直に変位可能である。処理領域
における１つの位置は実線で示される。処理領域の中への入口の前とこの終わりでの２つ
のさらなる位置が破線の態様で示される。このためのパンチ４３がガイドスリーブ３１′
において移動可能であり、ばね３３で外側に向かって付勢される。少なくとも処理領域Ｂ
において、第１のカム３０によって導かれるランナーローラの形態にあるガイド要素３２
がパンチ４３の遠位端部に位置する。処理要素３８は旋回軸Ｓ２の周りを旋回可能なよう
に遠位パンチ端部に接続される。距離ｄは、キャリア要素３４の回転の間、第１のガイド
カム３０に沿って摺動するガイド要素３２により適合される。第１のガイドカム３０はこ
こでは、処理領域Ｂにおいてコンベア表面と平行に延在する処理要素３８の経路Ｕが作り
出されるように形状決めされる。このための第１のガイドカム３０のガイド表面３０．１
，３０．２は同様に、少なくとも領域において、コンベア表面３と平行に延在する。処理
要素３８が外側に向かって付勢されるので、第１のガイドカム３０が、処理領域に対応す
る周回経路１の部分領域に位置するのに十分である。
【００６７】
　処理要素３８は、同様にランニングローラの形態にある第２のガイド要素４０にレバー
３９を介して接続される。処理要素３８とパンチ４３との間の角度γは、キャリア要素３
４の回転の間、第２のガイドカム３０′に沿って摺動する第２のガイド要素４０により適
合される。ここでは、第２のガイドカム３０′は、空間におけるまたはコンベア表面３に
対する処理要素３８の向きが、少なくとも処理領域Ｂにおいて同じであるように形状決め
される。これにより、ここでは、９０°の一定の角度β、すなわち材料ウェブに対する垂
直な動作が処理領域において実現され得る。同様に、この向きで、材料ウェブに対して処
理要素を下げることにも成功する。
【００６８】
　既に上述した実施例と同様に、第１のガイドカム３０はコンベア表面３の上に作用する
力の計測に貢献する。１つ以上のツールが与えられてもよい。いくつかのツールにより、
これらは同期した態様または異なるスピードで駆動され得る。
【００６９】
　図１３は、図９に対応する基本的な構造を有するこの発明のさらなる例を示す。各々の
場合において、ツール２は周辺方向において追従するレバー３５を介して、４つのスポー
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クのようなキャリア要素３４の遠位端部に旋回可能に取付けられる。旋回位置、すなわち
レバー３５とキャリア要素３４との間の角度αがガイドカム３０で設定される。ガイドカ
ム３０はここでは、図９でのような溝の形態にはなく、各々の場合、外側に方向付けされ
る２つの周回ガイド表面３０．１，３０．２を有する閉リングの形状を有する。これらの
ガイド表面３０．１，３０．２にはガイド要素３２，３２′の対が接触する。少なくとも
領域において、ガイドカム３０の平坦化により、コンベア表面３と平行に延びる処理要素
の経路Ｕを作り出し得る。
【００７０】
　処理要素３８が常に半径方向に指し示される図４に従った装置と対照的に、この変形例
の場合は、レバー３５を介してキャリア要素３４に処理要素３８が連接されるので、少な
くとも処理領域においておおよそ一定である、コンベア表面３に対する処理要素３８の向
きが達成される。しかしながら、それがコンベア表面３に平行に延びるとともに、角度β
が本質的に変化しない経路Ｕの部分領域は、経路Ｕの全体の長さと比較するとたとえば図
１０および図１２の場合よりも短くなる。
【００７１】
　図９および図１０と同様に、各々の場合、スポークの対の間の角度は一定のままであっ
てもよく、または要求に応じて付加的なドライブによって変動されてもよい。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】
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